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(57)【要約】
【課題】動画を撮影するとともに、ピンボケなどが生じ
ていない高画質な静止画を得ることができる撮影装置お
よび内視鏡システムを提供する。
【解決手段】被写体を繰り返し撮影することで複数の被
写体像を得る撮像部と、撮像部で得られた複数の被写体
像それぞれについて画像のコントラストを算出するコン
トラスト算出部と、撮影部が繰り返し撮影している間に
操作を受けて、その操作を受けた時点を表す時点トリガ
を発する時点トリガ発生部と、時点トリガ発生部から時
点トリガが発せられた場合に、複数の被写体像のうちの
時点トリガが表す時点を含んだ時間領域に撮影時刻が属
する一部の被写体像のうちで、コントラスト算出部によ
って算出されたコントラストが最も高い被写体像を表示
する表示部とを備えた。
【選択図】　　　　図８
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被写体を繰り返し撮影することで複数の被写体像を得る撮像部と、
　前記撮像部で得られた複数の被写体像それぞれについて画像のコントラストを算出する
コントラスト算出部と、
　前記撮影部が繰り返し撮影している間に操作を受けて、その操作を受けた時点を表す時
点トリガを発する時点トリガ発生部と、
　前記時点トリガ発生部から前記時点トリガが発せられた場合に、前記複数の被写体像の
うちの該時点トリガが表す時点を含んだ時間領域に撮影時刻が属する一部の被写体像のう
ちで、前記コントラスト算出部によって算出されたコントラストが最も高い被写体像を表
示する表示部とを備えたことを特徴とする撮影装置。
【請求項２】
　前記表示部が、前記撮像部によって被写体像が得られる度に、その得られた被写体像を
表示し、前記時点トリガ発生部から前記時点トリガが発せられた場合には、前記一部の被
写体像のうちで前記コントラストが最も高い被写体像を表示するものであることを特徴と
する請求項１記載の撮影装置。
【請求項３】
　前記撮像部で得られた被写体像のうち新しい方から所定数の被写体像を保存する保存部
を備え、
　前記コントラスト算出部が、前記撮像部で被写体像が得られる度に該被写体像のコント
ラストを算出するものであり、
　前記コントラスト算出部によってコントラストが算出される度に、前記保存部に保存さ
れている被写体像のうちで最もコントラストの高い被写体像を、前記表示部に表示される
被写体像の候補として選択し、前記時点トリガ発生部から前記時点トリガが発せられた場
合には、前記候補として選択しておいた被写体像を、前記表示部に表示される被写体像に
決定する前記被写体像選択部を備え、
　前記表示部が、前記被写体像選択部によって決定された被写体像を表示するものである
ことを特徴とする請求項１または２記載の撮影装置。
【請求項４】
　前記コントラスト算出部が、前記被写体像中の複数箇所それぞれでコントラストを求め
、そのコントラストを総合して該被写体像のコントラストを算出するものであることを特
徴とする請求項１から３のうちいずれか１項記載の撮影装置。
【請求項５】
　前記コントラスト算出部が、前記被写体像中の複数箇所それぞれでコントラストを求め
、そのコントラストのうち所定の下限以上のコントラストを総合して該被写体像のコント
ラストを算出するものであることを特徴とする請求項１から４のうちいずれか１項記載の
撮影装置。
【請求項６】
　前記コントラスト算出部が、前記被写体像中の複数箇所それぞれでコントラストを求め
、そのコントラストを、所定の上限を超えるものは該上限内に補正した上で総合して該被
写体像のコントラストを算出するものであることを特徴とする請求項１から５のうちいず
れか１項記載の撮影装置。
【請求項７】
　前記撮像部は、前記被写体からの被写体光が届く光到達領域と、該被写体光が届かない
、該光到達領域を取り囲んだ非光到達領域とを有する被写体像を得るものであり、
　前記コントラスト算出部が、前記光到達領域内におけるコントラストを前記被写体像の
コントラストとして算出するものであることを特徴とする請求項１から６のうちいずれか
１項記載の撮影装置。
【請求項８】
　光を発する光源と、
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　前記光源から発せられた光を導いて被写体に照射する導光路と、
　前記導光路によって導かれた光で前記被写体を繰り返し撮影することで複数の被写体像
を得る撮像部と、
　前記撮像部で得られた複数の被写体像それぞれについて画像のコントラストを算出する
コントラスト算出部と、
　前記撮影部が繰り返し撮影している間に操作を受けて、その操作を受けた時点を表す時
点トリガを発する時点トリガ発生部と、
　前記時点トリガ発生部から前記時点トリガが発せられた場合に、前記複数の被写体像の
うちの該時点トリガが表す時点を含んだ時間領域に撮影時刻が属する一部の被写体像のう
ちで、前記コントラスト算出部によって算出されたコントラストが最も高い被写体像を表
示する表示部とを備えたことを特徴とする内視鏡システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、動画を撮影するとともに、操作に応じて静止画を得る撮影装置および内視鏡
システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、医療の分野においては、先端にミラーや撮像素子などが取り付けられた細長
い管（光プローブ）を被検者の体内に挿入し、被検者の体内を撮影して腫瘍や血栓などを
観察する内視鏡システムが広く利用されている。被検者の体内を直接撮影することによっ
て、被検者に外的なダメージを与えることなく、放射線画像では分かりにくい病巣の色や
形状などを把握することができ、治療方針の決定などに必要な情報を手軽に得ることがで
きる。
【０００３】
　内視鏡システムには、所定時間ごとに繰り返しフレーム画像を撮影して、それらのフレ
ーム画像が連続的に繋がった動画をモニタ上に表示する通常撮影機能に加えて、ユーザか
らのフリーズ操作に応じたタイミングでフレーム画像を抽出して、静止画を生成するフリ
ーズ機能が備えられている。医師は、モニタ上に表示された動画を見ながら光プローブを
移動させ、光プローブが所望の観察箇所に移動したら操作ボタンを押してフリーズ操作を
行い、生成された静止画を記録媒体に記録して後の診断に利用することが一般的である。
しかし、被検体を静止させた状態でフリーズ操作を行っても、生体の体内を撮影している
限り、臓器や血液等の動きによって観察箇所も微妙に動いてしまう。このため、撮影した
静止画に像ぶれが生じてしまい、診断に有用な静止画を得るためには何度もフリーズ操作
を繰り返さなければならず、被検体やユーザに負担を与えてしまうという問題がある。
【０００４】
　この点に関し、動画を撮影中にフリーズ指示を受けると、そのフリーズ指示を受けた時
点から所定時間内に撮影された複数のフレーム画像それぞれを比較して被写体の動きを検
出し、被写体の動きが最も少ないフレーム画像を最適な静止画として決定する技術が考案
されている（特許文献１および特許文献２参照）。
【特許文献１】特許第２９０２６６２号公報
【特許文献２】特公平８－３４５７７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、特許文献１および特許文献２に記載された技術では、静止画の、拍動などによ
る像ぶれを軽減することはできるが、フレームレート以上の短い時間で動く高周波振動に
よる像ぶれや、ピントが合っていないことによる画像のボケ（ピンボケ）を軽減すること
ができない。内視鏡装置では、拡大観察時の焦点距離が数ｍｍ程度と短く、被写界深度が
浅いためにピントが合いにくいうえ、モータ等の共振によって光プローブに高周波振動を
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生じてしまうことがあるが、特許文献１および特許文献２に記載された技術では、これら
の原因による画質の劣化を検出することができず、結局は何度も静止画を撮りなおさなけ
ればならないという問題がある。
【０００６】
　また、このような問題は、内視鏡装置のみに限られた問題ではなく、動画を構成する複
数のフレーム画像の中から、フリーズ操作に応じて静止画を抽出する撮影装置の分野一般
で生じる問題である。
【０００７】
　本発明は、上記事情に鑑み、ピンボケなどが生じていない高画質な静止画を容易に得る
ことができる撮影装置および内視鏡システムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成する本発明の撮影装置は、被写体を繰り返し撮影することで複数の被写
体像を得る撮像部と、
　撮像部で得られた複数の被写体像それぞれについて画像のコントラストを算出するコン
トラスト算出部と、
　撮影部が繰り返し撮影している間に操作を受けて、その操作を受けた時点を表す時点ト
リガを発する時点トリガ発生部と、
　時点トリガ発生部から時点トリガが発せられた場合に、複数の被写体像のうちの時点ト
リガが表す時点を含んだ時間領域に撮影時刻が属する一部の被写体像のうちで、コントラ
スト算出部によって算出されたコントラストが最も高い被写体像を表示する表示部とを備
えたことを特徴とする。
【０００９】
　本発明の撮影装置によると、時点トリガが発せられた時点を含んだ時間領域内に撮影さ
れた一部の被写体像の中でコントラストが最も高い被写体像が表示される。画像のコント
ラストを用いることによって、画像中の被写体の動きを検出する従来の方法では判定でき
なかった高周波振動による像ぶれやピンボケなどを適確に判定することができ、高画質な
被写体像を容易に得ることができる。
【００１０】
　また、本発明の撮影装置において、上記表示部が、撮像部によって被写体像が得られる
度に、その得られた被写体像を表示し、時点トリガ発生部から時点トリガが発せられた場
合には、上記一部の被写体像のうちでコントラストが最も高い被写体像を表示するもので
あることが好ましい。
【００１１】
　この好ましい撮影装置によると、ユーザは、被写体が繰り返し撮影されて得られた複数
の被写体像を画面上で確認しながら、所望のタイミングで時点トリガを発することにより
、所望の観察箇所や観察状態における高画質な被写体像を容易に得ることができる。
【００１２】
　また、本発明の撮影装置において、撮像部で得られた被写体像のうち新しい方から所定
数の被写体像を保存する保存部を備え、
　コントラスト算出部が、撮像部で被写体像が得られる度に被写体像のコントラストを算
出するものであり、
　コントラスト算出部によってコントラストが算出される度に、保存部に保存されている
被写体像のうちで最もコントラストの高い被写体像を、表示部に表示される被写体像の候
補として選択し、時点トリガ発生部から時点トリガが発せられた場合には、候補として選
択しておいた被写体像を、表示部に表示される被写体像に決定する被写体像選択部を備え
、
　表示部が、被写体像選択部によって決定された被写体像を表示するものであることが好
ましい。
【００１３】
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　被写体像が得られる度にコントラストが算出されて、保存部に保存されている被写体像
のうちでコントラストが最も高い被写体像が選択されることによって、時点トリガが発せ
られてから被写体像を表示するまでの処理時間を高速化することができる。
【００１４】
　また、本発明の撮影装置において、上記コントラスト算出部が、被写体像中の複数箇所
それぞれでコントラストを求め、そのコントラストを総合して被写体像のコントラストを
算出するものであることが好適である。
【００１５】
　この好適な撮影装置によると、被写体像全体のコントラストを容易に算出することがで
きる。
【００１６】
　また、本発明の撮影装置において、上記コントラスト算出部が、被写体像中の複数箇所
それぞれでコントラストを求め、そのコントラストのうち所定の下限以上のコントラスト
を総合して被写体像のコントラストを算出するものであることが好ましい。
【００１７】
　所定の下限以上のコントラストのみが利用されて被写体像のコントラストが算出される
ことによって、被写体像に発生しているノイズ等が被写体像全体のコントラストの算出に
影響を与えてしまう不具合を軽減することができる
　また、本発明の撮影装置において、上記コントラスト算出部が、被写体像中の複数箇所
それぞれでコントラストを求め、そのコントラストを、所定の上限を超えるものは上限内
に補正した上で総合して該被写体像のコントラストを算出するものであることが好ましい
。
【００１８】
　所定の上限を超えるコントラストが上限内に補正されることによって、光が照射されて
いる箇所と照射されていない箇所との境界等における過度に高いコントラストが被写体像
全体のコントラストの算出に影響を与えてしまう不具合を軽減することができる。
【００１９】
　また、本発明の撮影装置において、上記撮像部は、被写体からの被写体光が届く光到達
領域と、被写体光が届かない、光到達領域を取り囲んだ非光到達領域とを有する被写体像
を得るものであり、
　コントラスト算出部が、光到達領域内におけるコントラストを被写体像のコントラスト
として算出するものであることが好適である。
【００２０】
　例えば、被検体の体内を撮影する内視鏡システムなどでは、撮像部の構造上、被写体像
として得られる画像中の一部の領域のみに被写体光が届いていて、その領域の外側は真っ
暗であるという場合がある。このような場合には、被写体光が届いている領域と真っ暗な
領域との明暗の差が大きく、その境界付近では過度にコントラストが高くなってしまう。
上記好適な撮影装置によると、光照射領域内におけるコントラストが算出されるため、所
望の観察箇所自体のコントラストが算出されて高画質な被写体像が選択される。
【００２１】
　また、上記目的を達成する本発明の内視鏡システムは、光を発する光源と、
　光源から発せられた光を導いて被写体に照射する導光路と、
　導光路によって導かれた光で被写体を繰り返し撮影することで複数の被写体像を得る撮
像部と、
　撮像部で得られた複数の被写体像それぞれについて画像のコントラストを算出するコン
トラスト算出部と、
　撮影部が繰り返し撮影している間に操作を受けて、その操作を受けた時点を表す時点ト
リガを発する時点トリガ発生部と、
　時点トリガ発生部から時点トリガが発せられた場合に、複数の被写体像のうちの時点ト
リガが表す時点を含んだ時間領域に撮影時刻が属する一部の被写体像のうちで、コントラ
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スト算出部によって算出されたコントラストが最も高い被写体像を表示する表示部とを備
えたことを特徴とする。
【００２２】
　本発明の内視鏡システムによると、高周波振動による像ぶれやピンボケが生じていない
高画質な被写体像を得ることができる。
【発明の効果】
【００２３】
　本発明によれば、ピンボケなどが生じていない高画質な静止画を容易に得ることができ
る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２４】
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。
【００２５】
　図１は、本発明の一実施形態が適用された内視鏡システムの概略構成図である。
【００２６】
　図１に示す内視鏡システム１は、被検体Ｐの体内に光を導いて照射し、その反射光に基
づいて画像信号を生成する光プローブ１０と、光を発する光源装置２０と、光プローブ１
０で得られた画像に所定の画像処理を施して、被検体Ｐの体内を撮影した医用画像を生成
する画像処理装置３０と、画像処理装置３０で生成された医用画像を表示モニタ４１上に
表示する表示装置４０とを備えている。この内視鏡システム１には、所定時間ごとに繰り
返しフレーム画像を撮影し、それらのフレーム画像が連続的に繋がった動画を表示モニタ
４１上に表示する通常撮影機能と、操作に応じたタイミングでフレーム画像を抽出し、静
止画を生成するフリーズ機能が搭載されている。表示装置４０は、本発明にいう表示部の
一例にあたり、光源装置２０は、本発明にいう光源の一例に相当する。
【００２７】
　光プローブ１０は、可撓性を有する細長のプローブ部１１と、プローブ部１１を操作す
る操作部１２と、光源装置２０および画像処理装置３０と光プローブ１０とを接続する光
／信号ガイド１３で構成されている。以下では、光プローブ１０の、被検体Ｐの体内に挿
入される側を先端、その先端の逆側を後端と称して説明する。
【００２８】
　操作部１２には、プローブ部１１を湾曲させるための湾曲操作レバー１２１、フリーズ
処理を行って静止画を得るためのフリーズボタン１２２、および表示されている画像の色
味を調整するための色調整ボタン１２３などが設けられている。フリーズボタン１２２は
、本発明にいう時点トリガ発生部の一例に相当する。
【００２９】
　光／信号ガイド１３は、光を伝達するライトガイド１３１と、信号を伝達する信号線１
３２とで構成されている。ライトガイド１３１は、後端が光源装置２０に接続され、光源
装置２０から発せられた光をプローブ部１１内にまで導き、その光をプローブ部１１の先
端に設けられた照射窓１１ａから被検体Ｐに向けて照射する。ライトガイド１３１は、本
発明にいう導光路の一例に相当する。信号線１３２は、先端にＣＣＤ１３３が取り付けら
れており、後端側が画像処理装置３０に接続される。ライトガイド１３１の照射窓１１ａ
から照射された光が被検体Ｐの体内で反射した反射光は、プローブ部１１の先端に設けら
れた光学部材１３４によって集光され、ＣＣＤ１３３で受光されて、反射光を表わす撮影
画像が生成される。ＣＣＤ１３３は、複数の受光部が並べて配置されたものであり、それ
ら複数の受光部それぞれで光が受光されることにより、画像が複数の画素で表現された画
像データが生成される。ＣＣＤ１３３は、複数の受光部が並べて配置されたものであり、
それら複数の受光部それぞれで光が受光されることにより、複数の画素で表現された撮影
画像が生成される。本実施形態においては、ＣＣＤ１３３に、複数の受光部それぞれに対
応する位置にＲ，Ｇ，Ｂ各色が規則的な色パターンで配置された色フィルタ（図２参照）
が取り付けられており、色フィルタを通過してきた光がＣＣＤ１３３で受光されることに
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よって、色フィルタの色パターンと同じ色パターンでＲ，Ｇ，Ｂ各色の画素が並んだ色モ
ザイク画像が生成される。
【００３０】
　生成された色モザイク画像は、信号線１３２を通って画像処理装置３０に伝達され、画
像処理装置３０において所定の画像処理が施される。
【００３１】
　図２は、内視鏡システム１の概略的な機能ブロック図である。
【００３２】
　尚、図２では、表示モニタ４１や、光プローブ１０の操作部１２などの図示を省き、画
像信号の生成に関連する主要要素のみを示している。
【００３３】
　図１にも示す光源装置２０は、白色光を発するものであり、画像処理装置３０の全体制
御部３６０によって制御されている。
【００３４】
　光プローブ１０には、図１にも示すＣＣＤ１３３に加えて、Ｒ，Ｇ，Ｂ各色が規則的な
色パターンでモザイク状に配置された色フィルタ１４０、ＣＣＤ１３３で生成されたアナ
ログの画像信号をデジタルの画像信号に変換するＡ／Ｄ変換部１５０、光プローブ１０内
の各種要素における処理を制御する撮像制御部１６０などが備えられている。ＣＣＤ１３
３およびＡ／Ｄ変換部１５０を合わせたものは、本発明にいう撮像部の一例に相当する。
【００３５】
　画像処理装置３０には、フリーズボタン１２２が押下されることによって得られた静止
画などが保存される保存部３００と、光プローブ１０から送られてきた画像のゲインを補
正するゲイン補正部３１０と、ＣＣＤ１３３を含む光プローブ１０の分光特性を補正する
分光補正部３２０と、画像に階調補正処理を施すガンマ補正部３４０と、光プローブ１０
で生成された色モザイク画像の各画素が有している色成分（例えば、Ｒ色）を除く他の色
成分（例えば、Ｂ，Ｇ色）を周囲の画素を用いて補間することにより、各画素がＲ，Ｇ，
Ｂ３色の混色で表現されたカラー画像を生成する同時化処理部３５０と、画像を輝度成分
Ｙと色差成分Ｃｒ，Ｃｂとに分解するＹＣＣ変換部３６０と、輝度成分Ｙにシャープネス
処理を施すシャープネス処理部３７０と、色差成分Ｃｒ，Ｃｂにおける高周波成分を除去
して偽色を低減するローパス処理部３８０と、輝度成分Ｙと色差成分Ｃｒ，Ｃｂとからな
るＹＣＣ画像を表示装置４０の表示モニタ４１に表示可能な表示用画像に変換する表示調
整部３９０と、図１に示すフリーズボタン１２２が押下された時点から所定時間内に撮影
されたフレーム画像のうち、最も高コントラストなフレーム画像を選択するフリーズ処理
部４００と、光プローブ１０および画像処理装置３０全体の処理を制御するＣＰＵ３３０
などが備えられている。保存部３００は、本発明にいう保存部の一例に相当する。
【００３６】
　図３は、図２に示すフリーズ処理部４００の機能構成図である。
【００３７】
　フリーズ処理部４００には、繰り返し伝えられる複数のフレーム画像に対し、各フレー
ム画像がコントラストの評価対象であるか否かを判定する評価フレーム判定部４１０と、
評価対象であると判定されたフレーム画像中の複数の画素に対し、各画素がコントラスト
の算出対象であるか否かを判定する画素判定部４２０と、算出対象である画素のコントラ
ストを算出するとともに、所定の上限値よりも高いコントラストをその上限値に補正する
コントラスト算出・補正部４３０と、１フレーム画像分の算出対象画素のコントラストの
総和を算出するコントラスト加算部４４０と、所定時間内に撮影された評価対象のフレー
ム画像の中からコントラストの総和が最も大きいフレーム画像を評価する評価部４５０が
備えられている。コントラスト算出・補正部４３０は、本発明にいうコントラスト算出部
の一例にあたり、評価部４５０は、本発明にいう被写体像選択部の一例に相当する。
【００３８】
　図４は、フリーズボタン１２２が押下されて静止画が表示モニタ４１上に表示されるま
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での一連の処理の流れを示すフローチャート図である。
【００３９】
　以下では、このフローチャート図に従って、静止画が生成されるまでの一連の処理の流
れについて説明する。
【００４０】
　まず、被検体の観察箇所に適した大きさの光プローブ１０が選択され、選択された光プ
ローブ１０が光源装置２０および画像処理装置３０に装着される（図４のステップＳ１０
）。
【００４１】
　光プローブ１０が装着されると、図２に示す光プローブ１０の撮像制御部１６０から画
像処理装置３０のＣＰＵ３３０に向けて、光プローブ１０を識別するための識別情報が伝
えられる。
【００４２】
　保存部３００には、予め、光プローブ１０の識別情報と、光プローブ１０に応じた画像
処理を実行するための各種パラメータ値と、図１に示す光プローブ１０のスコープ径とが
対応付けて保存されている。ＣＰＵ３３０は、光プローブ１０から伝えられた識別情報と
対応付けられた各種パラメータをゲイン補正部３１０、分光補正部３２０、ガンマ補正部
３４０、同時化処理部３５０、ＹＣＣ変換部３６０、シャープネス処理部３７０、ローパ
ス処理部３８０、および表示調整部３９０に設定するとともに、スコープ径をフリーズ処
理部４００に伝える。
【００４３】
　また、画像処理装置３０には、フリーズ処理部４００においてコントラストの総和を算
出する評価対象フレーム画像の間引き間隔と、コントラストを算出する算出対象画素の間
引き間隔とを設定する設定画面が予め用意されている。ユーザが表示モニタ４１上に表示
された設定画面に従って評価対象フレーム画像と算出対象画素の間引き間隔を設定すると
、設定内容がＣＰＵ３３０からフリーズ処理部４００に伝えられる。この例では、評価対
象フレーム画像と算出対象画素の間引き間隔がともに「１（１つおき）」が設定されたも
のとして説明する。
【００４４】
　各種設定が終了すると、実際に被検体の撮影が開始される。光プローブ１０が被検体Ｐ
の体内に挿入されると、光源装置２０から発せられた光はライトガイド１３１によって光
プローブ１０の先端に導かれ、照射窓１１ａから被検体Ｐの体内に照射される。光源装置
２０から発せられた光が被検体Ｐの体内で反射された反射光は、色フィルタ１４０を通っ
てＣＣＤ１３３で受光されて撮影画像が生成される（図４のステップＳ１１：Ｙｅｓ）。
生成された撮影画像は、Ａ／Ｄ変換部１５０においてデジタル化された後、信号線１３２
を通って画像処理装置３０内に伝達される。上述したように、光プローブ１０では所定時
間（フレームレート）ごとに繰り返しフレーム画像が撮影され、それらのフレーム画像が
連続的に繋がって動画が生成される。すなわち、画像処理装置３０には、複数のフレーム
画像が連続的に入力されることとなる。
【００４５】
　画像処理装置３０に入力された各フレーム画像は、ゲイン補正部３１０においてゲイン
の補正が行われ、分光補正部３２０において分光補正処理が施され、ガンマ補正部３４０
において階調補正処理が施された後、同時化処理部３５０に伝えられる。
【００４６】
　同時化処理部３５０では、モザイク色画像であるフレーム画像に同時化処理が施されて
、各画素がＲ，Ｇ，Ｂ３色の混色で表現されたカラー画像に変換され、変換後のフレーム
画像がＹＣＣ変換部３６０において色差成分Ｃｒ，Ｃｂと輝度成分Ｙとに色分解される色
分解された色差成分Ｃｒ，Ｃｂはローパス処理部３８０に伝えられ、輝度成分Ｙはシャー
プネス処理部３７０に伝えられる。
【００４７】
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　シャープネス処理部３７０では、輝度成分Ｙにシャープネス処理が施されることによっ
て画像の鮮明度が調整される。シャープネス処理が施された輝度成分Ｙは、表示調整部３
９０に伝えられる。また、ローパス処理部３８０では、色差成分Ｃｒ，Ｃｂにおける高周
波成分が除去されて偽色低減処理が実行され、偽色が低減された色差成分Ｃｒ，Ｃｂは表
示調整部３９０に伝えられて、シャープネス処理部３７０から伝えられた輝度成分Ｙと合
成される。
【００４８】
　合成されたフレーム画像はフリーズ処理部４００に伝えられるとともに、表示調整部３
９０において表示モニタ４１用の色調整処理などが施される。光プローブ１０で連続的に
生成されたフレーム画像に順次に画像処理が施されて表示装置４０に伝えられることによ
り、表示モニタ４１上には動画がリアルタイムに表示される。
【００４９】
　また、フリーズ処理部４００に伝えられたフレーム画像は、図３に示す評価フレーム判
定部４１０において、コントラストの総和を評価する評価対象フレームであるか否かが判
定される（図４のステップＳ１２）。この例では、評価対象フレームの間引き間隔が「１
」に設定されているため、評価フレーム判定部４１０では、連続的に伝えられてくるフレ
ーム画像が１枚おきに間引かれて評価対象フレーム画像であると判定される（図４のステ
ップＳ１２：Ｙｅｓ）。評価対象フレーム画像は、画素判定部４２０に伝えられる。
【００５０】
　画素判定部４２０では、評価フレーム判定部４１０から伝えられた評価対象フレーム画
像を構成する複数の画素それぞれに対して、コントラストを算出する算出対象画素である
か否かが判定される（図４のステップＳ１３）。本実施形態においては、光プローブ１０
のスコープ径と、ユーザによって設定された算出対象画素の間引き間隔とに基づいて判定
が行われる。
【００５１】
　図５は、光プローブ１０の撮影領域と、光の到達領域との関係を示す図である。
【００５２】
　ＣＣＤ１３３では、図５の外側の実線で囲まれた撮影領域Ｐ内の被写体像が得られるの
に対し、光源装置２０から発せられて光プローブ１０の照射窓１１ａに導かれた光は、図
５の破線で囲んだ光到達領域Ｑ内にのみ到達し、光到達領域Ｑを除く領域では真っ暗とな
っている。このため、光が到達する光到達領域Ｑと光が到達しない領域との境界付近の画
素のコントラストが大きくなってしまい、撮影画像にピンボケが生じているか否かを精度
良く判定することができなくなる恐れがある。本実施形態においては、光プローブ１０が
装着されたときに、光プローブ１０のスコープ径がフリーズ処理部４００に伝えられてお
り、画素判定部４２０では、光が到達する光到達領域Ｑよりも所定範囲分（本実施形態で
は、４画素分）だけ内側の領域内に含まれている画素が、ユーザによって設定された間引
き間隔（この例では１つおき）で間引かれて算出対象画素と判定される。光到達領域Ｑは
、本発明にいう光到達領域の一例にあたり、撮影領域Ｐから光到達領域Ｑを除いた領域（
斜線領域）は、本発明にいう非光到達領域の一例に相当する。
【００５３】
　判定結果は、コントラスト算出・補正部４３０に伝えられる。
【００５４】
　コントラスト算出・補正部４３０では、まず、算出対象画素のコントラストが算出され
る（図４のステップＳ１４）。
【００５５】
　図６は、算出対象画素のコントラストの算出方法を説明するための図である。
【００５６】
　図６のパート（Ａ）は、算出対象画素Ｓにおける水平方向コントラストの概念を示す図
であり、図６のパート（Ｂ）は、算出対象画素Ｓにおける垂直方向コントラストの概念を
示す図である。
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【００５７】
　算出対象画素Ｓのコントラストを算出する際には、図６のパート（Ａ）に示すように、
算出対象画素Ｓを含む４つの周辺画素群Ｈ１と、その周辺画素群Ｈ１と水平方向に並ぶ４
つの周辺画素群Ｈ２が検出されるとともに、図６のパート（Ｂ）に示すように、算出対象
画素Ｓを含む４つの周辺画素群Ｖ１と、その周辺画素群Ｖ１と水平方向に並ぶ４つの周辺
画素群Ｖ２が検出される。続いて、算出対象画素Ｓを原点として、図６の横方向をＸ軸、
縦方向をＹ軸としたとき、算出対象画素ＳのコントラストＩ＿ｓは、各画素の画素値Ｉ（
ｘ，ｙ）を使って以下の式で算出される。
【００５８】
【数１】

【００５９】
　算出対象画素ＳのコントラストＩ＿ｓが算出されると、そのコントラストＩ＿ｓが所定
の閾値Ｔ以下の値に補正される（図４のステップＳ１５）。暗い体内で患部に光を当てて
撮影する場合、撮影画像中に、空間的に高周波で色が変化する偽色が生じてしまうことが
あり、その偽色の画像部分のコントラストが大きくなってしまう恐れがある。このため、
算出されたコントラストＩ＿ｓが所定の閾値Ｔを超える場合には、算出対象画素Ｓのコン
トラストＩ＿ｓがその閾値Ｔに低減される。
【００６０】
　算出されたコントラストＩ＿ｓは、コントラスト加算部４４０に伝えられる。コントラ
スト加算部４４０には、予め「０」に設定されたコントラスト総和変数が用意されている
。コントラスト加算部４４０は、コントラスト総和変数に算出対象画素Ｓのコントラスト
Ｉ＿ｓを加算する（図４のステップＳ１６）。
【００６１】
　算出対象画素Ｓの判定（図４のステップＳ１３）、算出対象画素Ｓのコントラスト算出
（図４のステップＳ１４）、コントラストの補正（図４のステップＳ１５）、およびコン
トラストの加算（図４のステップＳ１６）がフレーム画像を構成している全ての画素につ
いて行われる（図４のステップＳ１７）。
【００６２】
　１フレーム分のコントラストの算出・加算処理が終了すると（図４のステップＳ１７：
Ｙｅｓ）、コントラスト加算部４４０は、コントラスト総和変数の値を評価部４５０に伝
えるとともに、コントラスト総和変数の値を「０」に初期化する。評価部４５０に伝えら
れたコントラスト総和変数の値は、１フレーム画像分のコントラストの総和を表わすもの
であり、そのフレーム画像全体のコントラストを評価するためのコントラスト評価値であ
る。評価部４５０は、保存部３００に用意してある評価用メモリに、フレーム画像と、コ
ントラスト加算部４４０から伝えられたコントラスト総和変数の値（コントラスト評価値
）とを対応付けて保存し、評価用メモリを更新する（図４のステップＳ１８）。
【００６３】
　図７は、評価用メモリの概念図である。
【００６４】
　本実施形態においては、保存部３００には、フレーム画像とコントラスト評価値とが対
応付けて記憶される評価用メモリ５１０と、評価用メモリ５１０に記憶されているフレー
ム画像のうちコントラスト評価値が最大であるフレーム画像の識別番号（フレーム番号）
が記憶される最大用メモリ５２０とが用意されている。評価用メモリ５１０には、０～Ｎ
（図７の例ではＮ＝１５）までの一連の番号が付された複数の記憶領域５１１が設けられ
ており、各記憶領域５１１に１セットずつフレーム画像とコントラスト評価値が記憶され
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ている。
【００６５】
　評価部４５０では、新たなフレーム画像とコントラスト評価値のセットが伝えられると
、まず、複数の記憶領域５１１それぞれに記憶されているセットが１つ先の記憶領域５１
１に記憶される。このとき、番号が最も大きいＮ番目（図７の例では１５番目）の記憶領
域５１１に記憶されていたセットは、１つ前のＮ－１番目（図７の例では１４番目）の記
憶領域５１１に記憶されていたセットによって上書きされ、削除されることとなる。既に
記憶されているセットの移動が終了するとコントラスト算出部４４０から伝えられた新し
いセットが番号が最も小さい０番目の記憶領域５１１に記憶される（図４のステップＳ１
８）。
【００６６】
　さらに、評価部４５０では、複数の記憶領域５１１に記憶されているセットのうち、コ
ントラスト評価値が最も大きいセットが探索され（図４のステップＳ１９）、最大のコン
トラスト評価値と対応付けられたフレーム画像のフレーム番号が最大用メモリ５２０に記
憶される。
【００６７】
　フリーズ処理部４００にフレーム画像が伝えられる毎に、評価対象フレームであるか否
かの判定が行われ、評価対象フレームである場合には、コントラスト評価値の算出、コン
トラスト評価値の最大値の判定が行われることによって、最大用メモリ５２０には、常に
、現時点から所定時間内の過去に撮影されたフレーム画像のうちのコントラスト評価値が
最大であるフレーム画像のフレーム番号が記憶されていることとなる。
【００６８】
　ここで、ユーザによって図１に示すフリーズボタン１２２が押されると、ＣＰＵ３９０
にトリガが入力され、ＣＰＵ３９０から評価部４５０に静止画の出力指示が伝えられる（
図４のステップＳ２０：Ｙｅｓ）。評価部４５０は、静止画の出力指示が伝えられると、
複数の記憶領域５１０に記憶されているフレーム画像のうち、最大用メモリ５２０に記憶
されているフレーム番号が付されているフレーム画像を取得する。取得したフレーム画像
は、静止画として表示調整部３９０を介して表示装置４０に伝えられる。
【００６９】
　表示装置４０では、表示調整部３９０から伝えられてきた静止画が表示モニタ４１上に
表示される（図４のステップＳ２１）。ユーザが表示モニタ４１上に表示された静止画を
確認して保存スイッチ（図示しない）を操作すると、静止画が記録媒体等に記録される。
本実施形態の内視鏡システム１では、フレーム画像が伝えられる毎に、コントラスト評価
値が最大であるフレーム画像が判定されているため、高画質な静止画を素早く表示するこ
とができる。
【００７０】
　図８は、本実施形態の内視鏡システム１によってフリーズされる静止画の画質について
説明するための図である。
【００７１】
　図８は、横軸がフレーム画像中の目標対象物の位置を示しており、縦軸が各位置におけ
る輝度を示している。図８のパート（Ａ）は、静止した状態で目標対象物を撮影したとき
の基本的なグラフである。目標対象物が静止している状態では、その目標対象物の位置に
明確な輝度ピークが存在している。
【００７２】
　拍動などによって目標対象物の位置がずれると、パート（Ａ）のグラフがそのまま横軸
方向にシフトする。被写体の動きを検出して、動きが最も少ないフレーム画像を選択する
従来の内視鏡システムでは、パート（Ａ）に示すグラフの輝度ピーク位置のずれが検出さ
れ、そのずれ量が最も小さいフレーム画像が静止画として選択されている。
【００７３】
　図８のパート（Ｂ）は、目標対象物と光プローブ１０（ＣＣＤ１３３）との奥行き方向



(12) JP 2009-100935 A 2009.5.14

10

20

30

40

50

の距離がずれてしまって、フレーム画像にピンボケが生じてしまった状態のグラフが示さ
れている。ピンボケが生じているときには、目標対象物の水平方向の位置はずれていない
ため、図８のパート（Ａ）と同じ位置に輝度ピークが生じている。このため、被写体の動
きを検出する従来の方法では、ピンボケが生じているフレーム画像が最適な静止画として
選択されてしまう恐れがある。図８のパート（Ｂ）では、ピーク位置における輝度レベル
が減少しており、フレーム画像全体のコントラスト評価値が小さくなるため、本実施形態
の内視鏡システム１では、ピンボケのフレーム画像を選択してしまう不具合を確実に回避
することができる。
【００７４】
　図８のパート（Ｃ）は、フレームレートよりも短い時間で目標対象物が動く高周波振動
時におけるグラフが示されている。高周波振動時には、実際には目標対象物がグラフの横
軸方向に動いているものの、その移動周期がフレームレートよりも短いため、フレーム画
像の輝度ピーク位置はほとんど移動しない。このため、被写体の動きを検出する従来の方
法では、高周波振動による像ぶれを検出することができない。図８のパート（Ｃ）に示す
ように、高周波振動時には、高周波が合成されることによってフレーム画像のコントラス
トは減少するため、本実施形態の内視鏡システム１では、高周波振動によって像ぶれを精
度良く検出することができる。
【００７５】
　以上のように、本実施形態の内視鏡システム１によると、ピンボケなどが生じていない
高画質なフレーム画像を静止画として選択することができる。
【００７６】
　ここで、上記では、フレーム画像が撮影される毎に、コントラスト評価値を算出してお
く例について説明したが、本発明の内視鏡装置は、撮影されたフレーム画像を記憶してお
き、ユーザからの指示を受けた時点でコントラスト評価値の算出、および最大値を有する
フレーム画像の判定を実行するものであってもよい。
【００７７】
　また、上記では、動画を構成するフレーム画像の中から静止画をフリーズする画像処理
装置を内視鏡システムに適用する例について説明したが、本発明の画像処理装置は、通常
のデジタルビデオカメラなどに適用してもよい。
【００７８】
　また、上記では、時点トリガが発せられた時点から所定時間内の過去に撮影された被写
体像の中からコントラストが最も高い被写体像を表示する例について説明したが、本発明
にいう表示部は、時点トリガが発せられた時点から所定時間内の未来に撮影された被写体
像を表示するものであってもよく、時点トリガが発せられた時点を挟んで所定時間内の過
去および未来に撮影された被写体像を表示するものであってもよい。
【図面の簡単な説明】
【００７９】
【図１】本発明の一実施形態が適用された内視鏡システムの概略構成図である。
【図２】内視鏡システムの概略的な機能ブロック図である。
【図３】図２に示すフリーズ処理部の機能構成図である。
【図４】フリーズボタンが押下されて静止画が表示モニタ上に表示されるまでの一連の処
理の流れを示すフローチャート図である。
【図５】光プローブの撮影領域と、光の到達領域との関係を示す図である。
【図６】算出対象画素のコントラストの算出方法を説明するための図である。
【図７】評価用メモリの概念図である。
【図８】本実施形態の内視鏡システムによってフリーズされる静止画の画質について説明
するための図である。
【符号の説明】
【００８０】
　１　　内視鏡装置
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　１０　　光プローブ
　２０　　光源装置
　３０　　画像処理装置
　４０　　表示装置
　１１　　プローブ部
　１２　　操作部
　１３　　光／信号ガイド
　１２１　　湾曲操作レバー
　１２２　　フリーズボタン
　１２３　　選択ボタン
　１３１　　ライトガイド
　１３２　　信号
　１３３　　ＣＣＤ
　１４０　　色フィルタ
　１５０　　Ａ／Ｄ変換部
　１６０　　撮像制御部
　３００　　保存部
　３１０　　ゲイン補正部
　３２０　　分光補正部
　３３０　　ＣＰＵ
　３４０　　ガンマ補正部
　３５０　　同時化処理部
　３６０　　ＹＣＣ変換部
　３７０　　シャープネス処理部
　３８０　　ローパス処理部
　３９０　　表示調整部
　４００　　フリーズ処理部
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